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第２期中期目標期間業務実績評価調書：独立行政法人自動車事故対策機構 

 
業 務 運 営 評 価（個別項目ごとの認定） 

 
 

中期目標項目 評定結果 評定理由 意見 

２．業務運営の効率化に関する事項 

（１）組織運営の効率化 

   主管支所及び支所ごとの業務実態を把握した上

で、業務の集約化・効率化を図る。 

A 

 業務量が比較的少ない支所について、業務を近隣の支所や主管支所と一体

的に行うなど業務の集約化を図りつつ、主管支所及び支所ごとの業務実態に

対応した職員配置とした。 

 また、顧客ニーズに対応した業務体制の構築のため、マネージャー制によ

る効率化を維持しつつ、管理職の一般職への振替を始めとする管理体制のス

リム化及び支所業務の合理化を進めた結果、独立行政法人整理合理化計画

（平成１９年１２月２４日閣議決定）に定められた平成１８年度（前中期目

標期間最終年度）末比１０％を上回る１６．０％（３１人）の管理職の削減

を行った。 

 以上のことから、中期目標の達成状況として着実に実績を上げていると認

められる。 

 

（２）人材の活用 

  業務に必要な職員を確保するとともに、職員の

能力開発を促進し、組織の一層の活性化を図る。

A 

適性診断業務の的確な実施のため、産業カウンセラー等の有資格者（平成

２３年度１２８人）を全国支所へ適正に配置した。   

また、新たな事業展開に対応するため、専門的知見を有する者や即戦力と

なる経験者等を平成１９年度から平成２３年度までに１５人採用し、人材の

有効活用を図った。 

中期目標期間内に以下の研修を新たに開始した。 

飲酒運転防止指導の観点から指導講習におけるアルコール専門教育を行

う講師を育成するために、「ＡＳＫの飲酒運転防止インストラクター養成講

座」を平成２１年度から受講させ、平成２３年度は２０人が受講し、職員の

育成強化を図っている。 

平成１９年度から実施した安全マネジメント業務の充実・質的向上を図るた

め、平成２３年度はアドバイザー３４人に対して、アドバイザー・スキルア

ップ研修を実施し、コンサルティング手法の技術の向上を図った。 

 被害者援護業務の質的向上を図るため、当該業務を専従的に行う被害者支

援専門員（コーディネーター）制度を創設し、被害者支援専門員の候補者に

対して、本部及び千葉療護センターにおいて、医師、看護師、社会保険労務

士等を講師としたコーディネーター養成研修を平成 23 年度より実施し、５

人（東京・名古屋・大阪・広島・高松主管支所各１人）の配置を行い、被害
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者援護業務の質的向上及び業務の拡充を図った。 

 介護料受給者宅等への訪問支援の充実を図るため、各療護センターにおい

て看護師、メディカルソーシャルワーカーを講師とした訪問支援サービス研

修を平成２１年度より実施し、平成２３年度は、訪問支援サービスを行う職

員３５人に対して、自宅介護で使われる医療機器、用語及び介護に関する専

門的知識の習得を図った。 

このように、人材の活用においては、職員の資質向上及び育成について精

力的に取り組んでおり、中期目標の達成状況として着実に実績を上げている

と認められる。 

【参考】 

○中期期間における研修受講人員 

・第Ⅲ種指導講習講師育成研修   ９６人 

・第Ⅱ種指導講習講師育成研修   ２７人 

・アルコール専門教育講師育成研修 ８８人 

・カウンセラー研修        ９５人 

・カウンセラー教育訓練研修   ６１３人 

・指導主任者資格要件研修     ３４人 

・指導主任者教育訓練研修    ２０４人 

・安全マネジメント担当者研修  ２８１人 

・アドバイザー・資格取得研修  ２６６人 

（コンサルティング担当者研修を含む） 

・アドバイザー・スキルアップ研修 ９２人 

・運輸安全マネジメント評価スキルアップ研修 

３６人 

・安全評価員研修（ＯＪＴ含む）  ４０人 

 

（３）業務の運営の効率化 

① 指導講習業務・適性診断業務  

ＩＴ化等を通じた業務の効率化による経費の

削減と受講者・受診者数の拡大等を図るととも

に、義務講習・義務診断の受益者による実費の全

額負担を目指しつつ、今中期目標期間における自

己収入比率（注）については、最後の事業年度に

おいて５０％以上とする。 

（注）自己収入比率＝自己収入（手数料収入等）

／総収入（＝総経費） 

S 

適性診断業務の効率化を図るため、従来のペーパー診断、ＮＡＴＳ（旧来

型）診断及び視覚機能測定を１台のパソコンに集約し、インターネットを活

用して行う新適性診断システム（i－ＮＡＴＳ）を平成２２年８月に全支所

に導入した。 

 これにより、職員による診断項目ごとの受診者の案内や立会いが不要とな

ったことによる業務の効率化や診断時間の短縮化により、１日の診断実施回

数が導入前の２回から４回へ増回が図られるとともに、機器導入コストの低

減、機器の小型化に伴う省スペース化等により、平成 2１～２３年度に賃借

料を１３７，９０２千円、事務所スペースを１，３９６m2 削減した。 

 また、インターネット予約システムの活用により、利用者の利便性が高ま

るとともに、支所職員による受講者・受診者情報の入力作業の軽減が図られ

た。 

i-NATS の導入によ

り、業務の効率化、事務

所スペースの削減、経費

の削減につなげ、かつ、

自己収入比率の中期目

標 50％を大幅に超える

66％を達成したことは

目覚ましい実施状況に

あると評価できる。 
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 自己収入比率について、トップセールス等による受講・受診の促進や費用

削減努力を継続した結果、中期目標の５０％を大幅に上回る６６．０％（指

導講習７０．３％、適性診断６３．８％）を達成した。 

以上のことから、中期目標の達成状況として優れた実績を上げていると認

められる。 

 

② 療護施設の設置・運営 

ア 質の高い治療・看護を適正なコストで実施する

ため、医療に対する外部評価を行い、その内容を

国民にわかりやすい形で情報提供する。 

Ａ 

 医療水準・コスト水準等について、毎年度タスクフォースにより外部評価

を行い、その結果をホームページ等で公表し、国民にわかりやすい形で情報

提供していることから、中期目標の達成状況として着実に実績を上げている

と認められる。 

 

イ 自己収入の増加の観点から、療護施設が保有す

る高度先進医療機器を有効活用し、外部検査を積

極的に受け入れる。 

A 

 各療護センターにおいては、地域医療機関への貢献として、ＭＲＩ、ＰＥ

Ｔ等高度先進医療機器を活用した外部検査の受入に努めた結果、平成２１年

度及び平成２３年度においては目標件数を下回ったものの、中期期間を通じ

て計５７，１５３件、年度平均では目標件数を超える１１，４３１件の外部

検査を受託し、同じく１８８百万円の収入を得た。 

なお、２年度において１１，０００件を下回った理由としては、機器の更

新のため一定期間使用できなかったこと、東日本大震災の影響等のほか、高

度先進医療機器が療護センターの周辺病院にも整備されてきたことによる、

検査件数の逓減傾向がある。  

こうした中、療護センターの周知に努めることなどにより、自己収入の増

加を図り、全体として目標を上回ったものである。 

以上のことから、中期目標の達成状況として着実に実績を上げていると認

められる。 

【参考】 

○中期期間における外部検査受託実績件数 

平成 19 年度 12,551 件 

平成 20 年度 12,576 件 

平成 21 年度 10,664 件 

平成 22 年度 11,031 件 

平成 23 年度 10,331 件 

 

③ 交通遺児等への生活資金の貸付 

ア 業務運営等の見直しにより、債権回収率９０％

以上を確保しつつ、更なるコスト削減を図る。 

A 

債権管理規程に基づく適正な債権管理及び債権回収マニュアルの活用等

による効果的な債権回収を行うことにより、中期目標期間の各年度において

回収率９０％以上を確保した。 

また、債権回収の経費等についてコスト要因を分析した結果、債権回収経費

の８割以上を事故対策事業推進員（推進員）の嘱託費（人件費）が占めてい

ることが判明した。このため推進員を主管支所に集約して経費削減を図ると

ともに、計画的な債務者訪問折衝を行うなどにより債権回収業務の効率化を

図った結果、独立行政法人整理合理化計画（平成１９年１２月２４日閣議決
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定）に定められた平成１８年度（前中期目標期間最終年度）末比２０％を上

回る２４．４％の経費を削減した。 

 以上のことから、中期目標の達成状況として着実に実績を上げていると認

められる。 

 

 

イ 貸付資産等のリスク管理及び引当金の開示につ

いて、適切に実施する。 

A 

債権管理委員会において、適切な貸付債権の評価を実施するとともに、リ

スクに応じた適正な引当金を計上し、その結果についてホームページで公表

した。 

以上のことから、中期目標の達成状況として着実に実績を上げていると認

められる。 

 

 

④ 業務全般 

ア 業務運営の効率化を図ることにより、一般管理

費（人件費、公租公課等の所用額計上を必要とす

る経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）

について、中期目標期間の最後の事業年度におい

て、平成１８年度比で１５％程度に相当する額を

削減するとともに、業務経費（人件費、公租公課

等の所用額計上を必要とする経費及び特殊要因に

より増減する経費を除く。）について、中期目標期

間の最後の事業年度において、平成１８年度比で

１０％程度に相当する額を削減する。 

S 

 一般管理費については、業務運営の効率化を図るため、事務用品の一括購

入、契約方法の見直し、光熱水料の削減、割引運賃制度等の活用、i－NATS

の導入による事務所の余剰スペースの返還等による経費削減を徹底した結

果、中期目標期間の最後の事業年度である平成２３年度において、平成１８

年度比で１５％程度との目標を大きく超える、２０％の相当額を削減した。

 業務経費についても、主として適性診断業務において i－NATS の導入に

よる効果的なマンパワーの活用等による経費削減に積極的に取り組んだ結

果、中期目標期間の最後の事業年度である平成２３年度において、平成１８

年度比で１０％程度との目標の約２．５倍に相当する、２４％の相当額を削

減した。 

 以上のことから、中期目標の達成状況として優れた実績を上げていると認

められる。 

 

一般管理費について

１５%の目標のところ、

２０%の削減、業務経費

についても１０%の目

標のところ２４%の削

減を果たしたことは目

覚ましい業務の実施状

況と評価できる。 

イ 業務の実施に当たり随意契約により委託等を行

っている場合には、国における見直しの取組（「公

共調達の適正化について」（平成１８年８月２５日

付け財形第２０１７号。財務大臣から各省各庁の

長あて。））等を踏まえ、一般競争入札の推進や契

約の見直し等を通じた業務運営の一層の効率化を

図る。 

A 

 一般競争入札の推進や契約方法の見直し、情報公開の充実による競争性及

び透明性の確保を図ったことにより、契約金額の総額は、平成１８年度（前

中期目標期間最終年度）に比べ、９．６％（４．８億円）削減した。 

 以上のことから、中期目標の実施状況として着実に実績を上げていると認

められる。 

 

 

ウ 資産の有効活用のため、機構の保有する施設に

ついて、効率的な活用を促進し、自己収入の増加

を図る観点から、見直しを行う。 A 

 各療護センターにおいては、地域医療機関への貢献として、ＭＲＩ、ＰＥ

Ｔ等高度先進医療機器を活用した外部検査の受入に努め、年度平均１１，４

３１件の外部検査を受託し、年度平均１８８百万円の収入を得た。以上のこ

とから、中期目標の達成状況として着実に実績を上げていると認められる。
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３．国民に対して提供するサービスその他の業務の

質の向上に関する事項 

（1）指導講習業務・適性診断業務 

① 受講者・受診者・事業者のニーズに適切に対応

した講習及び診断を実施するとともに、より事故

防止に効果的なものとするため、講習内容及び診

断内容の充実・改善を図る。 

S 

 指導講習業務については、トップセールス等による受講促進活動の強化、

運輸規則等の改正に伴う運行管理者補助者制度の施行等による受講需要の

増加等に対応した適正な講習回数を設定し開催した。（中期期間開催回数：

４，９２０回） 

また、受講者（運行管理者等）が自社において運転者教育等に利用できる

よう、省令等改正を踏まえた指導講習用テキストの改善や視聴覚教材を作成

した。 

 適性診断業務については、業態別のＣＧシミュレーション映像を活用し、

運転ぶりをデータ化することで同年代・同業種の他の運転者との比較が可能

となる i－ＮＡＴＳの開発・改良を行い、また、適性診断結果に基づく安全

運転指導をより的確に行うため、指導ポイントを明確にした運行管理者（指

導者）向け指導要領を作成した。 

 また、一般診断の測定結果を基に、交通事故の未然防止のために必要な運

転行動や安全運転のための留意点等について、カウンセリングを行うカウン

セリング付一般診断を平成２０年度より実施し、安全対策の充実を図った。

 さらに、契約事業者 i－ＮＡＴＳ及び貸出機器による適性診断の利用促進

を図ったことにより、平成２３年度末現在における機構支所以外での一般診

断受診者数は、１０８，７４０人となり、一般診断受診者総数（２５５，９

６５人）の４２．５％を占めるまでになった（平成１８年度実績１５．３％）。

 以上のことから、中期目標の達成状況として優れた実績を上げていると認

められる。 

 

② 職員の資質の向上を図るとともに、自動車の運

行管理を適切に実施する安全確保体制の強化に資

するため、運送事業者の安全マネジメント等の支

援を実施する。 

 

Ｓ 

職員の資質向上を図るため、実施する各種安全マネジメント事業に応じた

研修を実施するとともに、自動車運送事業者の安全マネジメント体制の構築

を支援するため、コンサルティング等の事業を実施した。 

安全マネジメント支援ツール講習会においては、運行管理の新技術として

デジタル式タコグラフ、ドライブレコーダー、アルコール検知器等の事故防

止関連ツールが普及拡大している状況等を踏まえ、活用方法、健康管理方法

を紹介するとともに、危険予知トレーニングによる事故防止教育手法、事故

分析手法を盛り込み、営業所等において実践できる内容を加え、運行管理者

のスキルアップも目的とした講習会を実施した。安全マネジメントセミナー

においては、運輸安全マネジメント制度の趣旨を広く業界に周知及び浸透さ

せ、より多くの自動車運送事業者において輸送安全性のさらなる向上に向け

た取組みに活かしてもらうよう安全マネジメントに関する最新情報や取組

事例、安全マネジメント支援ツールの活用等に関する講習を中心とした大規

模なセミナーを毎年開催した。 

運輸安全マネジメント評価事業においては、国土交通省が実施している運

輸安全マネジメント評価が平成２１年１０月からその実施対象事業者の範

囲を中小規模事業者まで拡大したことに伴い、国以外の第三者機関による評
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価実施が可能となったことから、当機構は、第三者評価実施機関（第１号）

の認定を受け、実施している。 

 以上のことから、中期目標の達成状況として優れた実績を上げていると認

められる。 

【参考】 

○中期目標期間における安全マネジメント等の支援実績 

・安全マネジメントコンサルティング・講師派遣：１，７５２件（年平均３

５０件） 

・安全マネジメント講習会：４８１回、２３，１２７人（年平均９６回、４，

６２５人） 

・安全マネジメント支援ツール講習会：３０１回、６，７３９人（年平均６

０回、１，３４８人） 

・安全マネジメント内部監査講習会：２２９回、４，９１４人（年平均４６

回、９８３人） 

・安全マネジメントセミナー：５回、３，４４９人（１回あたり６９０人）

・運輸安全マネジメント評価：５０件（年平均１７件（平成２１年１０月～

実施）） 

 

③ 以上により、事業者の安全対策の充実・改善を

促進し、事故防止効果を高める。 

A 

講習内容、講習テキスト等の充実・改善、適性診断の高質化・効率化等安

全対策への支援効果に関する評価度については、指導講習受講者、適性診断

受診者、指導講習及び適性診断に対する事業者の各年度において、４．０を

上回る評価を得ており、中期目標の達成状況として着実に実績を上げている

と認められる。 

適性診断受診者の評

価度のうち、的確度につ

いては４に満たない点、

更に改良について検討

が必要である。 
（２）指導講習・適性診断の実施機関になろうとす

る民間団体等への支援 

  新たに実施機関になろうとする民間団体等につ

いて積極的に認定取得を支援する。 

A 

事業用自動車の事故防止の観点から、新たに実施機関になろうとする民間

団体等に対し、適性診断に関する資格取得のための教育訓練や情報提供を行

うなど積極的に支援を行った。また、既に実施機関となっている団体等につ

いては、カウンセラー等に対する教育訓練等を実施し、診断レベルの維持・

向上のための支援を行った。 

 また、新たに実施機関になろうとする民間団体に対して、i－ＮＡＴＳの

提供を行い、平成２３年度末時点では、実施機関１４団体のうち８団体が計

２９台利用している。 

 以上のことから、中期目標の達成状況として着実に実績を上げていると認

められる。 

【参考】 

○中期目標期間における新たに実施機関になろうとする民間団体への研修 

・カウンセラー資格要件研修（１１団体１３名） 

・カウンセラー教育訓練（４団体６名） 

・指導主任者資格要件研修（１１団体１４名） 

民間を育てる観点か

ら、更なる積極的なアプ

ローチを図る努力が必

要である。 



 

7 
 

 

 

・指導主任者教育訓練（３団体３名） 

○中期目標期間における既実施機関に対する研修について 

・指導主任者資格要件研修（１１団体１４名） 

・指導主任者教育訓練（２８団体８９名） 

・カウンセラー資格要件研修（１団体２名） 

・カウンセラー教育訓練（１団体３名） 

 

（３）療護施設の設置・運営 

① 療護施設においては、遷延性意識障害者に対し、

質の高い治療・看護を実施すると共に、医学的観

点から公平な治療機会の確保を図りつつ、必要な

措置をハード・ソフト両面において実施し、治療

効果を高める。 

 

S 

療護センターにおいては、ＭＲＩ、ＰＥＴ等高度先進医療機器による高度

な治療を行うとともに、ワンフロア病棟システムによる集中的な患者観察や

同じ看護師が１人の患者を継続して受け持つプライマリーナーシング方式

により、質の高い看護を行った結果、中期計画の脱却者数７５人を大幅に上

回る８８人を達成した。加えて、平成１９年１２月より業務を開始した委託

病床においても療護センターに準じた治療・看護を実施し、１３人の脱却者

があるなど、全体として大きな成果を上げた。 

 また、療護施設の入院患者の治療改善度を統一的に評価する「遷延性意識

障害度評価表」（ナスバスコア）による統計的な分析について検討の上、平

成２１年度より治療改善効果の分析結果を公表した。 

 他方、設備の更新計画に基づき、ＭＲＩ、ＰＥＴ等の高度先進医療機器の

更新・整備を行うとともに、療護センターにおいて蓄積されたノウハウを地

元大学の医学部等と連携を図り、高度先進医療機器を利用した治療の研究、

指導、研修等により医療に携わる人材の育成及び地域医療に貢献した。 

各療護センターでは、入院患者の看護担当チームごとにケースレポート研

修会、医療事故防止研修会等を定期的に開催するなど、療護センター特有の

治療・看護技術の向上に向けた様々な研修を実施した。また、センター長、

総看護師長、リハビリ担当者等の会議を開催し、療護施設間の連携を図ると

ともに、高度先進医療機器を活用した治療、看護やリハビリ、有効な生活支

援等について情報交換、業務検討等を行った。 

加えて、退院後に患者家族等の介護者が安心・安楽な在宅介護を実践でき

ること等を目的とする新看護プログラムを平成２３年度から６療護施設に

試験的に導入。２７人の患者に実施し、一部に表情の発現、関節及び筋肉の

拘縮の改善、座位姿勢の安定等の顕著な効果が見られるケースがあり、家族

の感謝の声が届く状況となっている。 

また、各療護施設のメディカルソーシャルワーカーは、患者家族に対する

転院先情報の提供や入院申込に係る相談・案内等、入退院に係る積極的な支

援を実施し、年間平均で７，７７６件の実績を上げた。併せて、毎年度、各

療護施設のメディカルソーシャルワーカーを集めた会議を開催し、各施設の

現状や課題について情報交換及び業務検討を行い、結果を患者家族への助言

等に反映した。 

以上のことから、中期目標の達成状況として優れた実績を上げていると認

中期計画の脱却者数

を大幅に上回る実績を

達成したばかりでなく、

新看護プログラムの導

入や、メディカルソーシ

ャルワーカーが相談支

援する体制を整え実施

していることは、目覚ま

しく業務を実施してい

るものと評価できる。 
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められる。 

【参考】 

○中期期間におけるメディカルソーシャルワーカーの支援実績件数 

平成 19 年度 5,596 件、 

平成 20 年度 8,511 件 

平成 21 年度 7,511 件 

 平成 22 年度 9,128 件 

平成 23 年度 8,132 件 

 

② 療護施設で得られた知見・成果を他の医療機関

等において最大限活用する観点から、専門的診

療・看護体制と高度先進医療機器を活用した治

療・看護技術の開発・普及を図るため、研究成果

の公表や部外医師・看護師等に対する研修を実施

する。 

A 

地元大学等とも連携しながら、日本脳神経外科学会、日本意識障害学会に

おいて、中期計画における年間１５件以上の２倍を超える年間平均３１件の

研究成果を発表。遷延性意識障害者に対する治療及び看護に実績のある療護

センターの蓄積されたノウハウを、他の大学、一般病院等に幅広く伝播し、

その活用を図る上で大きく貢献した。 

また、療護施設機能の委託先病院及び短期入院協力病院のスタッフに対す

る実務研修を拡充し、前中期計画の 9 病院３７名を大幅に超える３７病院

７６人に対して実施することにより、療護施設で得られた知見・成果を他の

医療機関等において活用する観点から、治療・看護技術の普及活動を積極的

に行った。 

以上のことから、中期目標の達成状況として着実に実績を上げていると認

められる。 

【参考】 

○中期目標期間における研究発表件数 

平成１９年度２６件、平成２０年度３７件、平成２１年度３３件、 

平成２２年度２７件、平成２３年度３２件 

○中期目標期間における委託先病院等スタッフに対する実務研修実績 

平成１９年度４病院２０人、平成２０年度２病院１０人、平成２１年度 

１０病院１８人、平成２２年度７病院９人、平成２３年度１４病院１９人

 

③ 地理的要因等を勘案して一般病院に療護施設機

能の一部について委託を行い、遷延性意識障害者

の治療・看護の機会を拡充する。 

A 

遷延性意識障害者の治療・看護の機会を拡充するため、平成１９年度に「療

護施設機能の一部の一般病院への委託に係る検討委員会」を設置し、委託先

地域、委託基準及び委託先病院選定基準等を策定し、一般競争入札により委

託先病院を医療法人医仁会中村記念病院（札幌市）及び特定医療法人雪ノ聖

母会聖マリア病院（久留米市）の２病院に決定した。平成１９年１２月より

遷延性意識障害者の受入れを開始した。 

平成２２年度においては、有識者を委員とする「委託病床の拡充にかかる

検討委員会」を設置し、委託病床拡充の必要性、拡充が望まれる地域等につ

いて検討を行い、平成２３年度においては、近畿地区（１６床）及び関東地
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区（１２床）に委託病床を設置する必要があるとの結論を得た。 

 平成２５年１月からの患者受入れに向けて、委託先病床の選定にかかる手

続きを行っている。 

以上のことから、中期目標の達成状況として着実に実績を上げていると認

められる。 

 

（４）介護料の支給 

  重度後遺障害者に対して被害等の状況に応じた

介護料の支給を実施するとともに、介護に関する

指導助言等により、重度後遺障害者及びその家族

に対する支援を強化する。 

S 

後遺障害者に対して被害等の状況に応じ平成１９年度４，４４５人に２，

８６９百万円、平成２０年度４，５３０人に２，９０６百万円、平成２１年

度４，５８７人に２，９４８百万円、平成２２年度４，６９７人に３，011

百万円、平成２３年度４，７５８人に３，０５４百万円、延べ２３，０１７

人に１４，７８８百万円の介護料を支給するとともに、対象品目追加、資格

申請負担軽減等の見直しを実施した。 

 短期入院費用助成についても、平成２３年９月に制度改正を行い、年間の

対象日数・対象額を拡充（３０日・３０万円→４５日・４５万円）するとと

もに、患者移送費を別枠助成することとした。 

他方、各主管支所に在宅介護相談窓口を設置し介護福祉士等が介護に関す

る知識・技術を提供する事業を平成１９年度より実施（１，８１４件）し、

中期目標期間を通じ平成２０年度２，１３９件、平成２１年度１，９５０件、

平成２２年度２，５１３件、平成２３年度２，５３７件と拡大した。 

加えて、介護料受給者及び家族等介護者のニーズを踏まえ、各主管支所及

び支所が介護料受給者宅を訪問し、受給者等の相談に直接対応するとともに

各種情報の提供を行う訪問支援事業を、平成１９年度に開始（１９７件）。

以降の中期目標期間を通じ、平成２０年度４６４件、平成２１年度１，０７

４件、平成２２年度１，５５９件、平成２３年度１，９４０件と大幅に拡大

した。 

 また、訪問支援において、「他の家族と話しをしてみたい。」というニーズ

を把握し、平成２１年度に交流会を試行実施（２回）。平成２２年度４回、

平成２３年度は各主管支所及び支所が療護センター、短期入院協力病院等と

連携の上本格実施し、４３支所、延べ４８回実施し、高い評価を得た。 

一方、外出が難しい介護料受給者のため、インターネットを活用した専用

掲示板を構築し、平成２４年１月に運用を開始した。 

これら施策の実施により、重度後遺障害者介護支援効果に関する評価度に

ついて、各年度において４．０を上回る評価を得た。 

 以上のことから、中期目標の達成状況として優れた実績を上げていると認

められる。 

介護料受給者及び家

族等介護者に対する訪

問支援事業を中期目標

期間に試行からはじめ

大幅に拡充して実施し

ていること、また、交流

会を試行からはじめて

本格実施していること

など、目覚ましく業務を

実施しているものと評

価できる。 
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（５）交通遺児等への生活資金の貸付 

 被害者や交通遺児等に対して必要な生活資金

の貸付けを行うとともに、精神的支援を効果的に

実施する。 

A 

 交通遺児等に対し、無利子貸付を行い、効果的な被害者救済を図った。ま

た、被害者に対する相談支援の充実を図るため、家庭相談員に対し資質向上

のための研修を実施するとともに、交通遺児及び保護者等を対象とした「友

の会」を運営し、被害者家族同士のコミュニケーションの場として「友の会

の集い」、「保護者交流会」を実施し、自動車事故被害者に対する精神的支援

を効果的に実施した。 

 また、精神的支援の一環として毎年各種コンテスト（書道、作文、絵画、

写真のいずれか）を実施し、受賞作品を表彰している。 

 これらの施策を実施することによる被害者に対する精神的支援に関する

評価度については、各年度において４．０を上回る評価を得た。 

 以上のことから、中期目標の達成状況として着実に実績を上げていると認

められる。 

精神的支援に対する

評価度のうち、家庭相談

員の評価度は年ごとに

高まっていることは評

価できる。 

（６）自動車事故による被害者への情報提供の充実

  自動車事故による被害者等の相談窓口の機能を

充実するとともに、提供できる情報の内容を拡充

する。 

A 

 自動車事故の被害者等に対し、機構の各種援護制度の情報を提供するとと

もに、他機関の援護制度等に関する総合的な情報提供サービスを行う「ＮＡ

ＳＶＡ交通事故被害者ホットライン」（ホットライン）の運用を平成１９年

１０月より開始した。 

 ホットラインの更なる周知を図り、より多くの交通事故被害者の方々に利

用してもらうため、警察署、地方公共団体、医療機関等へのリーフレット常

置、鉄道・バス事業者の協力を得て、車両内外への広報周知、自動車安全運

転センターの発行する交通事故証明書の郵送用封筒に案内を印刷するなど、

積極的な広報活動を行った。 

また、ホットライン業務に従事するオペレーターの資質向上を図るため、

機構業務や自賠責保険制度に関する研修を実施するとともに、毎月ミーティ

ングの機会を設け、問合せ内容・傾向、紹介先等について意見交換を行った。

 以上のことから、中期目標の達成状況として着実に実績を上げていると認

められる。 

 

（７）自動車アセスメント情報提供業務 

① 車両の安全性能に関する公正でわかりやすい情

報提供をより効果的に行うことにより、自動車メ

ーカーの安全な車の開発意識を高める。 

A 

中期目標期間中に実施した自動車アセスメント試験の結果、平成２３年度

の助手席の乗員保護性能評価を除き、後継車種の運転席、助手席の乗員保護

性能評価（３３車種）及び歩行者頭部保護性能評価（２４車種）について、

評価指標の平均値が旧車種の評価指標の平均値以上となった。 

平成２３年度の助手席の乗員保護性能評価において、旧車種の評価指標の平

均値に達しなかった理由は、平成２３年度は、例年と比べてモデルチェンジ

が行われた車種が３車種と少なく（平成１９年度～２２年度平均は７．５車

種）、３車種のうち１車種について、評価指標が１段階下がったために全体

の評価の低下につながったことによる（他の２車種については評価指標の変

動はなかった。）。 

わかりやすい情報提供をより効果的にユーザーに行うため、①パンフレッ

トの配布先及び配付箇所の拡大（平成１８年度比５２．９％増の６，７３３
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箇所）、②試験項目の追加や評価方法の見直し等に伴うパンフレットの改善、

③アクセスしやすくわかりやすいホームページへの改善、④ユーザーに関心

を持ってもらうためのメディアに対する自動車アセスメント試験及びチャ

イルドシートアセスメント試験の公開、⑤自動車アセスメント等を一般ユー

ザーに広く周知するため、毎年、自動車アセスメント結果発表会を開催する

とともに、試験車両、チャイルドシート及びパネルの展示、パンフレットの

配布を行った。また、より安全性の優れた自動車を開発したメーカーの栄誉

を称え、一層安全な自動車の開発を促すため、試験結果の優秀な車両を表彰

した。 

これらの試験を実施することによるユーザーに対する利用度・満足度に関

する評価度については、各年度において４．０を上回る評価を得た。 

以上のことから、中期目標の達成状況として着実に実績をあげていると認め

られる。 

 

② 質の高いアセスメント試験を行うとともに、ア

セスメントをより効果的なものとするため、実事

故との相関を分析し、車両の安全性能に関する試

験内容や評価方法の改善を図る。 

S 

質の高いアセスメント試験を行うため、以下の試験方法や評価方法の導入

及び見直しを行った。 

・ 電気自動車の普及に伴い、衝突事故を起こした際に高電圧により感電しな

いことを確認するため、フルラップ前面衝突試験等の実施後に行う感電保

護性能評価試験を導入 

・ 後席乗員の保護性能について情報提供するため、オフセット試験を見直

し、後席乗員保護性能試験を導入 

・ 側面衝突時の頭部保護性能の改善方策として有効なサイドカーテンエア

バッグの普及促進のため、一定の要件を満たすサイドカーテンエアバッグ

が装備された車種をより安全性の高い車種として公表 

・ 後席乗員保護性能について後面からの衝突による頚部被害軽減のための

後面衝突頚部保護性能試験を導入 

・ 歩行者の死傷者数減少を図るため、歩行者脚部保護性能試験の試験方法を

導入 

・ 後席シートベルトの使いやすさを評価する後席シートベルト使用性評価

試験を導入 

・ 助手席、後席乗員のシートベルト着用率向上のためのシートベルトリマイ

ンダー（非着用時警報装置）の評価試験を導入 

 

これらの試験が導入されたことなど、自動車アセスメントにおける評価項

目が増加したことに伴い、ユーザーに分かりやすく情報を提供するため、

新・安全性能総合評価を導入した。 

以上のとおり、アセスメントを効果的なものとするため、車両の安全性能

に関する試験内容や評価方法の改善を随時図ってきたところであり、中期目

標の達成状況として優れた実績を上げていると認められる。 
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③ 海外のアセスメント関係機関との情報交換等に

より試験開発能力の向上を図る。 

A 

 海外のアセスメント関係機関との情報交換については、自動車安全技術に

関する会議（ＥＳＶ会議）、世界ＮＣＡＰ会議に出席し、歩行者脚部保護性

能試験、感電保護性能評価試験、新・安全性能総合評価等について情報提供

及び意見交換を行った。 

また、その他会議として、日豪ＮＣＡＰ会議や日・ＩＩＨＳ会議、日中Ｎ

ＣＡＰセミナー等を開催し、評価試験に係る技術、予防安全装置の判定、被

害軽減ブレーキの効果、感電保護性能試験等について情報交換を行った。 

以上のことから、中期目標の達成状況として着実に実績を上げていると認

められる。 

 

 

④ 外部評価を行い、その内容を国民にわかりやす

い形で情報提供する。 

A 

 業務改善状況等について、毎年度タスクフォースにより外部評価を行い、

その結果をホームページ等で公表し、国民に分かりやすい形で情報提供して

いることから、中期目標の達成状況として着実に実績を上げていると認めら

れる。 

 

 

（８）自動車事故対策に関する広報活動 

  機構の全国組織を活用し、関係機関との連携の

下、自動車損害賠償保障制度と機構業務について

効果的に広報活動を行う。 

A 

 交通安全フェア等の各種イベントに積極的に参加し、機構業務及び自動車

損害賠償保障制度の周知宣伝活動を行い、また、ホームページ、マスメディ

アを活用した広報活動を実施した。 

 イベント等においては、i－ＮＡＴＳによる運転適性診断の体験やパネル

の展示、各種リーフレットの配布等を行った。 

ホームページについては、ユーザーの視点にたった見やすい、分かりやす

いホームページを目指し、衝突試験状況などの詳細な動画等を導入するな

ど、随時メンテナンス等を行った結果、平成２３年度実績として約２１７万

件のアクセスを記録し、平成１８年度実績（約９６万件）比１２６％増とな

った。 

 以上のことから、中期目標の達成状況として着実に実績を上げていると認

められる。 

 

 

４．財務内容の改善に関する事項 

  中期目標期間における予算、収支計画及び資金

計画について、各事業における自己収入比率等の

目標を考慮した上で適正に計画し、健全な財務体

質の維持を図る。 

 
A 

 中期計画に基づいた年度計画予算、収支計画及び資金計画を策定し、計画

に沿って、サービスその他業務の向上を図りつつ、適正な予算の執行を行い、

健全な財務体質を維持しており、中期目標の達成状況として着実に実績を上

げていると認められる。 
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５．その他業務運営に関する重要事項 

（１）業務の確実な遂行のため、施設・設備の計画

的な整備・更新を進めるとともに、適切な維持管

理を行う。 

A 

 中期計画に基づき、平成１９年度には東北療護センターにおいて、ＭＥＧ

（脳磁計）を更新、平成２０年度には千葉療護センターにおいてＣＴ（コン

ピュータ断層撮影装置）、岡山療護センターにおいてＲＩ（核医学画像診断

装置）及び医療パネルを更新、平成２１年度には、中部療護センターにおい

てＭＲＩ（磁気共鳴断層撮影装置）、東北療護センターにおいてＲＩ（核医

学画像診断装置）を更新、平成２２年度には、千葉療護センターにおいてＭ

ＲＩ（磁気共鳴断層撮影装置）を更新、平成２３年度には中部療護センター

においてＰＥＴ（陽電子断層撮影装置）を更新し、適切な維持管理を行った。

 以上のことから、中期目標の達成状況として着実に実績を上げていると認

められる。 

 

  

（２）人事に関する事項 

  人件費（退職手当等を除く）については、簡素

で効率的な政府を実現するための行政改革の推進

に関する法律（平成１８年法律第４７号）等に基

づき、平成２２年度末までに平成１７年度におけ

る額の５％以上を基本とする削減を着実に実施す

るとともに、役職員の給与に関し国家公務員の給

与構造改革を踏まえた見直しを進める。 

さらに、「経済財政運営と構造改革に関する基

本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）

に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改

革を平成２３年度まで継続する。 

 

A 

 人件費（退職手当等を除く）の削減については、給与水準の適正化を図る

ため、自主的に平成２１年度当初より全職員の俸給月額約５％の引き下げを

実施した。また、管理職の一般職への振替を始めとする管理体制のスリム化

を実施し、平成２３年度において、平成１８年度（前中期目標期間最終年度）

末比１６．０％減の３１人の管理職を削減した。 

その結果、人件費について、簡素で効果的な政府を実現するための行政改

革の推進に関する法律等に基づく目標（総人件費を平成２２年度末までに平

成１７年度比で５％以上削減）を上回る１２．６％の削減、平成２３年度末

においては、１３．０％の削減を達成した。 

 以上のことから、中期目標の達成状況として着実に実績を上げていると認

められる。 

なお、対国家公務員指数（ラスパイレス指数）については、平成２３年度

において１０５．１となり、国家公務員と概ね同等の水準であると認められ

るが、引き続き、給与水準の適正化を図っていくことが必要と考えられる。

国家公務員と概ね同

等の水準となっている

が、国家公務員の水準を

上回ることがないよう、

引き続き適正な給与水

準を確保するための措

置を講ずる必要がある。 

＜記入要領＞・項目ごとの「評定結果」の欄に、以下の段階的評定を記入するとともに、その右の「評定理由」欄に理由を記入する。 
ＳＳ：中期目標の達成状況として特筆すべき優れた実績を上げている。 
Ｓ ：中期目標の達成状況として優れた実績を上げている。 
Ａ ：中期目標の達成状況として着実に実績を上げている。 
Ｂ ：中期目標の達成状況として概ね着実に実績を上げている。 
Ｃ ：中期目標の達成状況として十分な実績が上げられていない。 

・ＳＳをつけた項目には、特筆すべきと判断した理由として、他の項目における実績との違いを「評定理由」欄に明確に記述するものとする。 
・必要な場合には、右欄に意見を記入する。 



 

 

第２期中期目標業務実績評価調書：独立行政法人自動車事故対策機構 
 

総合的な評定 
 

業 務 運 営 評 価（実施状況全体） 
 

評点の分布状況（項目数合計：２８項目）              （２８項目） 

ＳＳ ０項目  
Ｓ ７項目  
Ａ ２１項目  
Ｂ ０項目  
Ｃ ０項目  

 
総 合 評 価 

 
（法人の業務の実績） 

・中期目標達成のための中期計画に基づき、業務運営の効率化、国民に提供するサービスその他の業務の

向上等が図られており、中期目標の達成状況としては着実に実績を上げていると認められる。 
・指導講習業務や適性診断業務において、トップセールス等により受講者・受診者の増加が図られたこと

により自己収入が増加し、あわせて業務効率化による経費削減により、自己収入比率が中期目標数値を

大幅に上回った。また、適性診断業務におけるＩＴ化に伴う診断実施回数の増加や省スペース化による

費用の節減により、業務運営の効率化が図られた。特に一般管理費及び業務経費の削減については、目

標を大きく上回る成果をあげていると認められる。 
・被害者援護業務について、療護センターにおいては、脱却者数が目標を大きく上回る成果をあげるとと

もに、また、訪問支援事業においても大幅な拡大が図られ、優れた実績をあげているものと認められる。

・自動車アセスメントにおいては、新たな試験方法や評価方法を導入し、よりユーザーに分かりやすい情

報の提供が図られ、優れた実績をあげていると認められる。 
・職員の不祥事事案が発生しているものの、事案の発生後速やかに再発防止策の策定を行っているなど、

全体的な評価としては、法人として中期目標の達成状況として着実に実績を上げていると認められる。

（課題・改善点、業務運営に対する意見等） 

・支所の人員配置、体制の見直しを含めて組織運営の効率化を進めていくことが必要である。 

・安全指導業務における民間参入の促進には、法人がこれまで培ったノウハウの提供等を積極的に行うこ

とが求められる。 

・被害者援護業務の拡充においては、療護施設の安定的な運営や訪問支援事業を通じた在宅介護の重度後

遺障害者への支援強化が求められる。 

・自動車アセスメントの円滑な移管及びそのための体制整備が求められる。 

・ラスパイレス指数については、国家公務員と概ね同等の水準となっているが、国家公務員の水準を上回

ることがないよう、引き続き適正な給与水準を確保するための措置を講ずる必要がある。 

・職員のコンプライアンスの徹底等については、職員による業務上横領による逮捕という事態を重く受け

止め、同様の事件の再発防止を図る観点からも、より一層の取組を進める必要がある。 

（その他） 

 

 

総合評定 

（SS , S , A , B , C の５段階） 

 

Ａ 

（評定理由） 

業務運営の効率化に関する取組及び国民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関する取組等について、中期目標の達

成状況として着実に実績をあげていると認められる。 



 

 

 


